
○糸島市防犯灯の設置及び電気料補助金交付規程 

平成22年１月１日 

告示第16号 

改正 平成23年３月29日告示第76号 

平成28年３月29日告示第58号 

平成30年３月９日告示第23号 

平成30年12月20日告示第253号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、夜間における犯罪、交通事故の防止を図るとともに、安全で安心な

まちづくりを推進するため、防犯灯の設置及びその適正な維持管理並びに行政区等（行

政区又は校区を単位とした自治組織をいう。以下同じ。）に対する電気料の補助金につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

（平23告示76・一部改正） 

（種類） 

第２条 防犯灯の種類は、水銀灯、白熱灯、電球型蛍光灯、直管型蛍光灯及びLED灯とする。 

（平23告示76・平30告示23・一部改正） 

（設置基準） 

第３条 防犯灯の設置基準は、夜間における歩行者又は車両等の交通量の多い道路及び犯

罪等の危険度の高い場所又は公共的施設とする。 

（平30告示23・一部改正） 

（設置の申請） 

第４条 防犯灯の設置は、市が前条の設置基準に基づき第８条第２項各号に掲げる場所に

設置する場合を除き、行政区長等（行政区等を代表する者をいう。以下同じ。）が糸島

市防犯灯設置申請書（様式第１号）により市長に申請するものとする。 

（平23告示76・平30告示23・一部改正） 

（決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請を受け付けたときは、申請箇所を調査のうえ、防

犯灯の設置の可否を決定し、糸島市防犯灯設置決定通知書（様式第２号）により行政区

長等に通知するものとする。 

（平23告示76・一部改正） 

（寄附採納） 

第６条 防犯灯を市に寄附しようとする者は、糸島市防犯灯寄附採納願（様式第３号）を

市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、第３条の設置基準に基づいてその適否を審査し、

適合と認められるときは、寄附を受け入れるものとする。 

３ 市長は、寄附採納の可否を決定したときは、糸島市防犯灯寄附採納決定通知書（様式



第４号）により申請者に通知するものとする。 

（維持管理） 

第７条 市が設置し、又は寄附により受け入れた防犯灯の維持管理は、市が行うものとす

る。 

（平23告示76・平30告示23・一部改正） 

（電気料） 

第８条 防犯灯の電気料は、防犯灯が設置されている行政区等が負担するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場所に設置した防犯灯の電気料は、市が負担す

るものとする。 

(1) 国道 

(2) 県道 

(3) 公共施設（市道及び法定外公共物を除く。） 

３ 第１項の規定にかかわらず、４月から翌年３月までに新たに設置し、又は寄附で受け

入れた防犯灯の電気料については、当該年度分に限り、市が負担するものとする。 

（平23告示76・一部改正） 

（移設又は廃止） 

第９条 市長は、次に掲げる事由が生じたときは、防犯灯の移設又は廃止をすることがで

きるものとする。 

(1) 防犯灯が道路の敷地内に設置されている場合において、当該道路の工事の施工に支

障を来すため、又は特に必要が生じたため、当該道路の管理者から移設又は廃止の申

入れがあったとき。 

(2) 防犯灯を設置している場所の行政区長等から移設又は廃止の申入れがあったとき。 

(3) その他市長が必要と認めるとき。 

（平23告示76・一部改正） 

（電気料の補助） 

第10条 市長は、第８条第１項の規定により行政区等が負担する防犯灯の電気料のうち、

５月分の電気料の額に12を乗じて得た額の３分の２以内の額を補助するものとする。 

２ 前項に規定する補助金の補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の

１年間とする。 

（平23告示76・平30告示23・平30告示253・一部改正） 

（補助金の申請） 

第11条 前条の補助金の交付を受けようとする行政区長等は、糸島市防犯灯電気料補助金

申請書（様式第５号）に５月分の請求書又は領収書の写しを添付し、市長に申請しなけ

ればならない。 

（平23告示76・平30告示253・一部改正） 

（補助金の決定及び交付） 



第12条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、補助金

の額を決定し、糸島市防犯灯電気料補助金交付決定通知書（様式第６号）により行政区

長等に通知するものとする。 

２ 補助金の交付は、１年分を一括して交付するものとする。 

（平23告示76・一部改正） 

（補則） 

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成22年１月１日から施行する。ただし、第10条から第12条までの規定

は、平成22年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の前原市防犯灯の設置及び電気料補助金交

付規程（平成19年前原市告示第93号）、二丈町防犯灯設置補助金交付規程（平成４年二

丈町告示第10号）又は志摩町防犯灯設置規程（昭和59年志摩町告示第61号）の規定によ

りされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりされたものとみなす。 

附 則（平成23年３月29日告示第76号） 

この告示は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月29日告示第58号） 

この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月９日告示第23号） 

この告示は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年12月20日告示第253号） 

この告示は、平成31年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第４条関係） 

（平23告示76・一部改正） 

様式第２号（第５条関係） 

（平23告示76・平28告示58・一部改正） 

様式第３号（第６条関係） 

（平23告示76・平30告示23・一部改正） 

様式第４号（第６条関係） 

（平23告示76・平28告示58・平30告示23・一部改正） 

様式第５号（第11条関係） 

（平23告示76・平30告示23・平30告示253・一部改正） 

様式第６号（第12条関係） 

（平23告示76・平30告示23・平30告示253・一部改正） 

 


